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「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明 

 

１ 令和２年６月以降、法制審部会の民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会（以

下「ＩＴ化部会」という。）では、訴状等のオンライン提出、訴訟記録

の電子化、情報通信技術を活用した口頭弁論期日の実現など民事訴訟

制度の見直しに関する継続的な調査・審議が行われ、同３年２月には、

「民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する中間試案」（以下「中間

試案」という。）が公表された。その中で、訴訟の審理期間を６か月に

制限する「新たな訴訟手続」の新設が提案され、甲案・乙案の２つの

具体的な制度案と、いずれの制度も新設しないとする丙案が示され

た。 

中間試案については意見公募手続（パブリックコメント）が実施さ

れており、「新たな訴訟手続」に関しては、甲案・乙案への賛成意見

は少数に留まる一方で、いずれの制度も新設しないとする丙案に賛成

する意見が消費者団体、労働団体、各地の弁護士会等から出され、最

も多数となった。 

  ところが、上記結果にもかかわらず、法制審部会事務局は、令和３

年１０月１５日、ＩＴ化部会に対して、「新たな訴訟手続」として、

修正した新たな制度案（以下「本制度案」という）を提案した。本制

度案は、賛成意見が少数に留まった従前の甲案と同じく、手続全体を

一つの特則として法定するものであり、現在、審議が行われている状

況にある。 

しかるに、かかる法制審議会の姿勢は、パブリックコメントの結果

を軽視するものであると言わざるを得ず、誠に遺憾である。 

 

２ 当会は、中間試案に対するパブリックコメントにおいて、「新たな

訴訟手続」を新設しないとする丙案に賛成する意見を提出していた。

なお、日本弁護士連合会も、立法事実の精査の必要性、制度新設によ

る弊害のおそれ、審理の充実を確保することの重要性等を指摘し、甲

案には明確に反対していたところである。 

この点、「新たな訴訟手続」が抱える重大かつ根本的な問題点につ

いては、既に、パブリックコメントでも各所から様々指摘されている
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ところであり（① 憲法第３２条が定める裁判を受ける権利を侵害す

るおそれ、② 裁判に熟したときに結審して判決を出すこととされて

いる（民事訴訟法第２４３条）訴訟制度の基本原則に抵触するおそれ、

③ 審理や判決が粗雑（ラフジャスティス）になり、誤判のおそれが

増す危険性、④ 訴訟の知識・経験のない当事者本人が「新たな訴訟手

続」の選択や遂行を見誤り、不当に権利を奪われかねない危険性、⑤ 

裁判官が審理期間が制限されている「新たな訴訟手続」の進行を優先

させた結果、他の通常事件が後回しにされるなど他の訴訟事件や訴訟

制度全体に悪影響を及ぼすおそれ等）、本制度案に関しても、かかる

問題点は解消されていない。 

また、「新たな訴訟手続」が目指すように、審理期間の予測可能性

を高め、審理の迅速化を図ることは、司法が取り組むべき重要な課

題であると言えるが、そのためには、裁判官の増員や、情報・証拠の

開示収集手続の拡充等も等しく必要となるのであり、単に審理期間だ

けを制限して迅速化を図ろうとすれば、当事者の主張立証の権利を制

限し、拙速な判断を生み出しかねない制度となる。なお、現行法下

においても、本制度案と同じく、当事者間の合意形成を基礎とし

て、計画審理の制度（民事訴訟法第１４７条の３）等を活用すること

や、福岡地方裁判所（本庁民事部）から現行法の枠内での工夫例とし

て提案され、平成２２年１１月１日から独自の運用が開始された「迅

速トラック」を改めて活用することで、審理期間の予測可能性や迅速

化に向けた同様の効果を期待することができ、上記のような様々な問

題点を抱えた制度新設の必要性を見出しがたい。 

 

３ そもそも、「新たな訴訟手続」は、少額訴訟・手形訴訟・労働審判

等とは異なり、対象となる紛争類型や実体法、訴額を制限せず、一般

民事訴訟に広く適用することを想定しており（なお、消費者契約関係

紛争・個別労働関係紛争については除外することが提案されてい

る。）、このような制度は諸外国にも例を見ないにもかかわらず、法学

上の検討・議論も未だ不十分であり、また、立法事実（制度の必要性）

に関しても、企業の立場から要望が強いとの説明に留まっている。し

かし、上記のパブリックコメントの結果に鑑みれば、少なくとも、利
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用者である国民一般から制度新設が求められている状況であるとは

言いがたく、福岡地方裁判所（本庁民事部）において「迅速トラック」

の活用が非常に低迷していることもこれを裏付けていると言える。上

記で指摘した様々な問題点をも踏まえれば、十分な議論・調査も行わ

ないまま、国の訴訟制度という重要な制度の新設を拙速に決めるべ

きでないことは明らかである。 

以上の理由から、当会は、引き続き、「新たな訴訟手続」の新設及び

本制度案に反対する。 

 

２０２１年（令和３年）１１月１８日 

福岡県弁護士会 

会長 伊 藤 巧 示 


